
 

指定管理者となる団体の概要及び指定管理者候補者の選定経緯 

 

施設の名称（所在地） 
美祢市斎場（「ゆうすげ苑」） 

（美祢市大嶺町東分 3055番地 1） 

選定方法 公募 

 

１ 施設の概要 

(1) 設置条例 美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例 

(2) 施設の目的 
墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）に基

づき火葬を行う。 

(3) 現在の指定管理者等 有限会社こまつ  

 

２ 指定管理者として指定する団体の概要 

(1) 団体名 有限会社こまつ 

(2) 本社所在地 美祢市大嶺町奥分 170番地 

(3) 設立年月日 平成 10年 11月 2日 

(4) 代表者役職・氏名 代表取締役 小松 治男 

(5) 資本金 3,000,000円 

(6) 決算期 3月 31日 

(7) 売上金(令和 5年度） 87,640,285円 

(8) 従業員数 5人 

(9) 主要取引先金融機関 株式会社西京銀行、株式会社山口銀行 

(10) 事業内容  

(1)葬祭式典の請負及び施設、付属品の賃貸 

(2)冠婚葬祭用贈答用品の販売 

(3)葬儀に付随する物品の販売 

(4)生花の販売 

(5)造花の賃貸業 

(6)各種パーティー並びにセレモニーの企画、運営、管理 

の請負業 

(7)前各号に附帯関連する一切の業務 

(11）経営方針 

葬儀式場の請負及び付属品の賃貸、関連商品の販売、花束

やブーケをはじめとする生花類の販売、各種セレモニーの

企画・運営等を、感謝の心と誠意をもって行う。 

(12）沿革 

平成 10 年 11 月 美祢葬祭有限会社より、生花・花輪・ギ

フト部門を分割するため、有限会社こまつを設立する。 

平成 18年 4月 美祢市斎場（「ゆうすげ苑」）の初回指定管
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理者を受け、その後 3回の再指定を受ける。 

平成 25年 4月 美祢市船窪山斎場の委託業務を受ける。 

令和 2 年 4 月 美祢市斎場（「ゆうすげ苑」）の 5 回目の指

定管理者を受け、現在に至る。 

(13) 組織 別紙組織図のとおり 

 

３ 指定期間 

  令和 7年 4月 1日から令和 12年 3月 31日まで 

 

４ 選定結果 

 指定管理者候補者選定審査会採点結果 

選定項目 配点 基準点 
有限会社 

こまつ 

平等利用、個人情報保護 120 72 100 

設置目的達成に向けた取組、利用者の満足度 120 72 100 

収支計画の適格性・実現の可能性、指定管理料 120 72 91 

安定的な人材基盤及び財政基盤、技術的能力、類似

団体の運営実績 
180 108 156 

提案事業、地域経済への貢献 60 36 48 

合 計 600 360 495 

 

５ 事業計画の概要 

 (1) 指定管理期間の利用者目標                    （単位：人）  

 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 

利用者数 

（人体） 
350 350 350 350 350 

利用者数 

（動物） 
150 150 150 150 150 

 

 (2) 収支計画                           （単位： 千円） 

   令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 

収 入 23,935 23,935 24,085 24,085 24,235 

支 出 23,935 23,935 24,085 24,085 24,235 
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〒759-2214

生花・花輪・ギフト部門

責任者

美祢市大嶺町奥分170（美祢葬祭内）

総括経理 職　　　員

職　　　員

ゆうすげ苑管理部門

責任者

美祢市大嶺町東分3055-1

業務責任者 事務責任者

臨時職員 臨時職員

船窪山業務部門

責任者

美祢市美東町大田1265-4

業務責任者

臨時職員

有限会社　こまつ　組織図

山口県美祢市大嶺町奥分170番地（美祢葬祭内）
ＴＥＬ：０８３７－５２－０４８６
ＴＥＬ：０８３７－５３－０４４４

統括責任者　：　代表者　
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